
子供の事故等の防止に関する取組

第3回子供の事故防止に関する関係府省庁連絡会議
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連絡会議構成員（課長級）

省庁名 構成員

消費者庁 消費者安全課長（議長）

消費者庁 消費者教育・地方協力課長

内閣府
子ども・子育て本部参事官
（子ども・子育て支援担当）

警察庁 刑事局捜査第一課長

総務省消防庁 総務課長

省庁名 構成員

文部科学省 初等中等教育局健康教育・食育課長

厚生労働省 政策統括官付社会保障担当参事官

厚生労働省 厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長

農林水産省 大臣官房参事官（消費・安全局消費者行政・食育課）

経済産業省 商務情報政策局製品安全課長

国土交通省 総合政策局安心生活政策課長

子供の事故防止に関する関係府省庁連絡会議

１

我が国では、窒息や溺水、転落を始めとする事故等によって、14歳以下の子供が毎年300人以上亡く
なっている。防ぐことのできる事故を可能な限り防止する必要がある。

こうした子供の事故防止に向けて、関係府省庁が緊密に連携して取組を推進するため、
平成28年6月に「子供の事故防止に関する関係府省庁連絡会議」を設置。

第１回会議（平成28年6月7日） キックオフ（問題意識の共有等）
第２回会議（平成28年11月2日） 関係省庁から取組事例等の報告、消費者庁の分析結果の報告
第３回会議（平成29年3月28日） 今後の取組方針の確認
今後の運営：毎年２回程度開催し、取組の実施状況と次年度方針の確認

＜子供の事故防止のために必要な取組＞
①保護者の事故防止意識を高めるための啓発活動を効果的に実施
②教育・保育施設等の関係者による取組
③事故防止に配慮された安全な製品の普及 等を総合的に取り組む



関係府省庁連携の子供の事故防止の取組：

「子どもを事故から守る！プロジェクト」
シンボルキャラクター：アブナイカモ

１．関係府省庁による包括的なアプローチの推進

２

「子どもを事故から守る!プロジェクト」について
―消費者基本計画（平成27年3月24日閣議決定）―

子供の事故防止について、国自らの取組を加速化・重点化するとともに、家庭、
学校、地域、消費者団体、事業者、自治体等の取組を促進する「子どもを事故か
ら守る！プロジェクト」を展開する。【消費者庁、経済産業省、関係省庁等】



①主なウェブサイト、メール、SNS
・「子ども安全メール」、Twitter、Facebook
（消費者庁）

・「健やか親子21」ホームページ、Twitter、
Facebook（厚生労働省）

・「こちら、製品安全情報局」Facebook
（経済産業省）

②主な啓発資料
・「子供の事故防止ハンドブック」（消費者庁）
・「救急事故防止リーフレット」（消防庁）
・「学校向けリコール製品リーフレット」（経済
産業省、消費者庁）

・「公園遊具の安全利用に関するパンフレッ
ト」（国土交通省、日本公園施設業協会）

③その他
・「子供向けの製品安全教育」等、
消費者教育事業（経済産業省）

・「海上安全教室」等、海の安全推進活動
（海上保安庁）

１．関係府省庁による包括的なアプローチの推進
＜① 周知・啓発、事故防止に関する指針、安全な製品の普及等＞

保護者
①教育・保育施設
・「教育・保育施設等における事故防止及び
事故発生時の対応のためのガイドライン」
（内閣府、厚生労働省、文部科学省）

・「学校事故対応に関する指針」
（文部科学省）

②公園、遊戯施設、公共施設
・「都市公園における遊具の安全確保に
関する指針」
（国土交通省）

・「商業施設内の遊戯施設の安全に関する
ガイドライン」
（経済産業省）

・「プールの安全標準指針」
（国土交通省・文部科学省）

・PSCマーク等、消費生活用製品安全法による規制
（経済産業省）
・キッズデザイン賞の取組、同賞受賞製品の普及
（経済産業省）

保護者と子供に向けた
周知・啓発

安全な製品の普及

地方公共
団体
・

事業者
・

関係団体

３

施設等での事故防止に
関する指針等



消費者庁
事故情報データバンクシステム

関係府省庁、地方公共団体等から
消費者事故情報を広く収集

内閣府・文部科学省・厚生労働省
特定教育・保育施設等における
事故情報データベース

教育・保育施設からの報告を自治体を通じて収集

（独）製品評価技術基盤機構（NITE）
事故情報データベース

事業者等から製品事故の事故情報を収集

（独）日本スポーツ振興センター
学校事故事例検索データベース
学校からの事故情報を収集

４

１．関係府省庁による包括的なアプローチの推進
＜②収集された事故情報の活用＞



２．平成29年度 関係府省庁間の連携の推進
＜①子供の事故防止に関する周知・啓発方針＞

＜子供の事故防止に関する周知・啓発方針＞

（１）対象年齢やテーマが関連する注意喚起等について、関係府省庁が共有を
図り、連携した消費者向け広報活動を実施する。
＜取組例＞
・厚生労働省「乳幼児突然死症候群（SIDS）対策強化月間」と消費者庁「0歳児の就寝時の窒息死に関する
注意喚起」の連携広報

・「子供の事故防止週間」を新設し、関係府省庁連携した周知啓発活動の実施
・消費者庁が人口動態調査等を基に行う注意喚起公表時に関係府省庁が周知連携

（2）他府省庁が作成する啓発資料の配布や周知ルートについて共有する。
＜取組例＞
・消費者庁「子ども安全メール」における関係府省庁の取組の発信
・文部科学省「文部科学省×学校安全」における関係府省庁の取組の紹介
・厚生労働省「健やか親子21」ホームページ等における関係府省庁の取組の紹介

（3）関係府省庁間の子供の事故情報の共有促進を図る。

効果的に周知・啓発するため、以下の「周知・啓発方針」を定め、関係府省庁は本方針に
沿って緊密に連携して各種取組を進めていく。

本方針に基づく、周知・啓発活動を実施することにより、情報周知先の拡充、情報発信の
集約化といった効果が期待される。

５



６

地方公共団体・事業者・
関係団体等

保護者等

子供の事故防止に向けた意識の高まり･取組の推進

情報提供等

メディア報道、啓発資料、
メール・HP・SNS等

安全対策や周知の
要請・依頼 等

各府省庁で実施している
（１）保護者と子供に向けた周知・啓発
（２）施設等での事故防止に関する指針等の周知
（３）収集された事故情報の活用
（４）安全な製品の普及
（5）その他

周知・啓発方針に基づく情報共有

２．平成29年度 関係府省庁間の連携の推進
＜②周知・啓発の連携イメージ図＞

周知・啓発方針に基づく一元的な情報発信



「子供の事故防止週間」
（５月４週、関係府省庁）

「キッズデザイン賞発表」
（９月、経済産業省・キッズデザイン

協議会）
「乳幼児突然死症候群（SIDS）対策強化月間」

（11月、厚生労働省）
「製品安全総点検月間」

（11月、経済産業省） 等

７

関連を持たせる広報（同日公表 等）

各府省庁のウェブサイト、SNS、メルマガ等で周知

自治体担当部局、関係団体への周知

広報の内容の充実

より多くの国民へ

具体的な事故情報に基づく
注意喚起

（通年、消費者庁、
国民生活センター）

３．関係府省庁が連携した広報
＜①0～14歳を対象に、各府省庁の取組に他部省庁が連携＞



毎年11月のSIDS対策強化月間
（厚生労働省）

0歳児の就寝時の窒息死 注意喚起
（消費者庁）

◆テーマ：赤ちゃんの就寝時の命を守る
※乳幼児突然死症候群（SIDS）は事故ではないが、窒息死とリスク要因に共通事項（うつぶせ寝）がある。

10/24
同日公表

両省庁の公表資料
に相互に情報掲載

両省庁が関連する地方公共団体担当部局（児童福祉、消費者行政）へ周知案内

11/10 消費者庁子ども安全メールでSIDSをテーマに配信

複数メディアで
記事掲載

経済産業省の協力で、寝具及び流通事業者団体へ周知の要請書発出

寝具業界で、ベビー用寝具へ
事故防止に関する注意表記を強化

参考：平成28年度の関係府省庁間の連携事例

８



1.期 間：平成29年5月第4週予定 ※参考 毎年5月は消費者月間

2.内 容： 重点テーマの設定等を含めて調整中

3.関係府省庁連携案：

5月 消費者（保護者）に向けた公表
事故防止週間ポスターを作成し、全国に周知
SNS（Twitter）の新規アカウントによる、子供の事故防止に関する情報発信

関係府省庁が関連する
地方公共団体担当部局へ周知

各府省庁のウェブサイト、
SNS、メール等で周知連携

関係団体、関係者への
周知

３．関係府省庁が連携した広報
＜②子供の事故防止週間の創設＞

９

効果的に周知・啓発するため、
「子供の事故防止週間」 「SNSによる保護者への直接的な情報発信」を創設し、

関係府省庁連携して一斉に子供の事故防止を推進する。

「子供の事故防止週間」

子ども安全Ｔｗｉｔｔｅｒ（仮）

5月から、消費者へ季節や年齢に応じた事故防止情報の発信 #アブナイカモ

気をつけて！アブナイカモ



～子供の事故を防ぐ知識を身に付けていただくために～

国の各機関から保護者の皆様への、直接的な情報発信ツール

5月開設 「子どもを事故から守る！プロジェクト」
（関係府省庁連携）公式 Ｔｗｉｔｔｅｒ

消費者庁が新規開設し運営。14歳以下の子供の保護者を対象に、消費
者庁だけでなく、各府省庁の子供の事故に関する情報を発信。週１回程
度のペースでの発信を予定。

平成29年度は、TV・新聞等のメディアを通した啓発情報の発信に加えて、SNSやメール
での消費者（保護者）への直接的な情報発信を強化。
Ｔｗｉｔｔｅｒフォロワー、メールマガジン登録等、各ツールの読者合計数「100万人」を目指す。

※子育て中の保護者向けメディアやイベント等にて、読者登録を促進

「子ども安全メールfrom消費者庁」

主に6歳以下の未就学児の保護者を対象に、子供の事故防止のポイント
を毎週1回（原則木曜日）配信するメールマガジン。消費者庁だけでなく、
各府省庁の子供の事故に関する情報を配信。

「消費者庁Facebook」

関係府省庁の子供事故防止に関するSNS発信

国
の
各
機
関
（府
省
庁
な
ど
）

消
費
者
（保
護
者
）
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消費者庁の取組
0～6歳を対象に、人口動態調査の死亡統計や事故情報の分析に基づき、注意喚起・周知

啓発の取組テーマを検討。対象年齢やテーマに関連する府省庁と周知等、広報活動連携。

４．平成29年度の消費者庁の広報計画

1．0～6歳（未就学児）を取組対象。

2．人口動態調査での死亡件数が多い事故※に着目した注意喚起。
※交通事故、地震等の天災は除く。

3．その他の事故、死亡に至らないものの発生頻度が高く、季節的な発生傾向がある
事故へ対応。

4．「子ども安全メールfrom消費者庁」、「消費者庁ツイッター、フェイスブック」などの
情報発信ツールの活用。

5．啓発資料 ｢子供の事故防止ハンドブック」の周知。

6．関係府省庁や関係団体と連携した取組。

⇒「①死亡件数が多い事故の防止」、「②発生頻度が高い事故、季節的な発生傾向のある事故の防止」参照。

１１



月齢・年齢

0歳 1歳

2歳 3歳 4歳 5歳 6歳誕生～
3、4ヶ月

5～8ヶ月 9～11ヶ月 12～18ヶ月 19～23ヶ月

人口動態調査
で、死亡が多
い事故

窒息（就寝時：うつぶせ寝等）

窒息（食べ物による誤嚥）

家庭内での転落・転倒

溺水（浴槽内）

建物からの転落

溺水（自然の水域、プール）

【消費者庁】注意喚起の検討、【関係府省庁】広報連携

【消費者庁】3/15 注意喚起公表
【内閣府、厚生労働省、
文部科学省】広報連携

子ども安全
メール

ツイッター、
フェイスブック

子供の事故防
止ハンドブック

【消費者庁】注意喚起の検討、【関係府省庁】広報連携

【消費者庁】注意喚起の検討
【関係府省庁】広報連携

【消費者庁】注意喚起の検討、【関係府省庁】広報連携

【消費者庁】原則毎週木曜日配信、【関係府省庁】各取組の周知ツールとして活用

【消費者庁】注意喚起公表や子ども安全メールのテーマ等で配信、【関係府省庁】各取組の周知ツールとして活用

【消費者庁】ウェブサイトへのデータ掲載、各種イベント等での配布等 【関係府省庁】周知ツールとして活用

１２

４．平成29年度の消費者庁の広報計画
＜①死亡件数が多い事故の防止＞



月齢・年齢

0歳 1歳

2歳 3歳 4歳 5歳 6歳誕生～
3、4ヶ月

5～8ヶ月 9～11ヶ月 12～18ヶ月 19～23ヶ月

発生頻度が高
く、季節的な発
生傾向がある
事故

誤飲（医薬品、たばこ、洗剤、電池等）

やけど（暖房器具等）

保護者が動かす自転車、ベビーカーの事故

子供が動かす乗物
（ペダルなし自転車、キックボードなど）の事故

子ども安全
メール

ツイッター、
フェイスブック

子供の事故防
止ハンドブック

【消費者庁】原則毎週木曜日配信、【関係府省庁】各取組の周知ツールとして活用

【消費者庁】注意喚起公表や子ども安全メールのテーマ等で配信、【関係府省庁】各取組の周知ツールとして活用

【消費者庁】ウェブサイトへのデータ掲載、各種イベント等での配布等 【関係府省庁】周知ツールとして活用

転落・転倒（公園遊具等）

やけど（調理器具等）

【消費者庁】 注意喚起の検討 【関係府省庁】 広報連携

窒息（小さな物の誤嚥）

１３

４．平成29年度の消費者庁の広報計画
＜②発生頻度が高い事故、季節的な発生傾向のある事故の防止＞
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